
 

第５次船橋市障害者施策に関する計画 素案の全体像 

総論 各論 推進体制 

計画の目的 

基本理念 

基本目標 

1. 差別の解消、権利擁護の推進

及び虐待の防止 

2. 自立した生活の支援・意思 

決定支援の推進 

3. 保健・医療の推進 

4. 教育、文化芸術・スポーツ、

国際交流等の振興 

5. 雇用・就業、経済的自立の 

支援の推進 

6. 安全・安心な生活環境の推進 

7. 防災、防犯等の推進 

連携・協力の確保 

全体の方向性を定める 分野ごとの方向性を定める 計画を達成させるための体制 

進捗状況の管理及び評価 

環境の変化に対応した 

施策の推進 

持続可能で多様性と包摂性の 

ある社会の実現 

成果目標の達成状況を含め障害者施策の推進に取り組みます 
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